
１２９

比較法制研究（国士舘大学）第31号（2008）129-168

《論説》

，情報大航海プロジェクトと検索エンジンの

法的問題についての－考察

高 田寛

ｌはじめに

２‘情報大航海プロジェクト

２１プロジェクトの背景と目的

２．２プロジェクトの原則と体制

２．３プロジェクトのスケジュールと共通化

２４検索エンジンの仕組み

３制度課題と法制度

３．１著作権法

３．２その他の法制度（不法行為法，個人情報保護法）

４各国の動向

５検索エンジンの法的課題

５．１立法措置による対応の可能性

５．２包括的規定方式と技術的回避手段

５．３フェアユースの導入の可能性

６結びにかえて

１はじめに

平成１７年12月から４回に渡り，経済産業省商務情報政策局長の私的研究会
（１）

である「ＩＴによる『情報大航海時代」の`|青報利用を考える研究会」におい

て，産学官の関係者により次世代型の情報検索・解析の技術及び経済・社

会・文化への影響等についての議論が行われ，翌年の平成18年７月に，情報
（２）

大航海プロジェクト・コンソーシアム力i設立された。同プロジェクトは平成

21年度末までの３年計画で，必要なときに必要な情報を検索・解析できる情

報基盤（プラットフォーム）の実現によって，将来の`情報化社会におけるイ
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ノベーション創出環境を確立し，わが国産業の国際競争力の向上を目指すこ
（３）

とを目n勺とするものである。この次世代ネット検索技術は，平成22年から２４

年には実用化する予定であるが，その背景には，わが国に有力な検索エンジ
（４）

ンサービス事業を育てるという目標力iある。

一方，文化庁長官の諮問機関である文化審議会の著作権分科会法制問題小
（５）（６）

委員会のデジタノレ対応ワーキングチームにおいて，検索エンジンの法制上の

課題について議論が重ねられ，平成19年９月21日の「検索エンジンの法制上
（７）

の課題の検討に関する中間まとめ」が発表された。その後弓|き続き，平成１９
（８）

年10月12日には，同ﾉI、委員会の「平成19年度・中間まとめ」が発表された。

また，平成20年６月18日には，著作権制度のあり方を議論する政府の知的

財産本部の「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」がまとめ

た「知的財産推進計画2008」では，デジタル・コンテンツの流通促進を目的

とする著作権法の改正の必要性と共に，ネット検索サービス等に係る法的課
（９）

題を解決することを盛り込む方針ｶｺﾞ打ち出された。

しかし，こうしている間にも，Google，Yahoo，Microsoftをはじめと

するアメリカの検索エンジンサービス各社は，‐世界の検索エンジン市場の獲

得だけでなく，新しいビジネスモデルを模索している。また先行するアメリ
（10）（11）

力勢だＩﾅでなく，中国の百度（baidu）や韓国のNaverのような振興勢力も

台頭しつつある。いかに，わが国が自然言語処理や画像ハンドリング処理で
（12）

秀でた技術力i蓄積されているというものの，検索エンジン関連のビジネス分

野でアメリカに出遅れたことは否めない。

出遅れた理由はいくつか挙げられるであろうが，技術課題よりも制度課題
（13）

の影響力ｉ大きいと思われる。たとえば，検索エンジン最大手であるGoogle

はもともとベンチャービジネスからスタートした企業で，訴訟リスクを取り

ながらも世界の市場獲得に精力的である。この背景には，アメリカ著作権法
（14）

のフェアユース（FairUse／公正利用）の法理（１７Ｕ､ＳＣ.§107）があると

考えられる。一方，わが国では，検索エンジンビジネスがわが国の著作権法

に抵触するのではないかという危`倶から，これら萎縮効果（chilling
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（15）

effect）によりビジネスとして成立しなかったという事実力i指摘されている。

情報大航海プロジェクトでは，これら制度課題について，平成18年３月24日

に発表された「知的情報アクセスがもたらす文化・社会・経済的影響を考え
（16）

る分科会」，文ｲﾋ審議会著作権分科会法制問題小委員会デジタル対応ワーキ
（17）

ングチーム，及び`情報大航海プロジェクト制度ワーキンググノレープ，知財ワ
（18）

－キンググループで中』、的に討議されているところである。

検索エンジンに関する法的課題は，これらビジネスを推進する法整備と，

それを起因とする潜在的な法的問題を未然に回避するための法制度とに大別

できるであろうが，これらは相反するものではなく，公正・平等な将来の検

索エンジンを担保するために必要な施策であろう。しかしながら，情報大航

海プロジェクトは，わが国に次世代型の高度な検索・解析技術の開発を集中

的に進め，将来の情報化社会におけるイノベーション創出環境を確立し，わ

が国産業の国際競争力を目指すことを目的とするものである。そのために必

要な法整備を含めた制度課題を早急に解決することが暗黙の前提としてある。

わが国の検索エンジンサービスに対して早急に対処すべき施策を考えるな

らば，権利者の私権との調和に留意しながら，検索エンジンサービス事業者

の法的地位の安定性確保に資する法制度を準備することが先決であろう。

本稿では，検索エンジンビジネスを支える新たな法制度に着目しながら，

ます最初に，情報大航海プロジェクトを概観し(2)，次いで，現在の制度課題

と法制度について検証し(3)，各国の取り組みの動向を概観しつつ(4)，最後に，

検索エンジンの法的課題の整理と立法政策的観点からの提言を試みたい(5)。

２‘情報大航海プロジェクト

経済産業省商務`情報政策局長の私的研究会である「ＩＴによる「情報大航

海時代』の情報利用を考える研究会」は，平成１７年12月の第1回目の会合で，
（19）

わが国の検索エンジンに対して警鐘をＩ鳥らしている。同研究会は，近時の`情

報化社会を，テキスト，画像，音楽，映像など様々な情報が溢れているイン

ターネットの世界を，膨大なデジタル・コンテンツの「大海原｣，また，日



1３２

常的にそれらに向き合いながら社会生活を送っている利用者である個人や事

業者を，情報の「航海者」ととらえ，そのような状況にある現在を「情報大

航海時代」と呼んだ。また，このような「情報大航海時代」において，個人

や事業者が必要な`情報を簡便かつ的確に探し出し，効率よく把握し，知的欲

求や価値創造にいかに活かしていくことができるかが課題であり，利用者の

知的欲求を満たすような「パーソナライズ化」された情報のアクセス，すな

わち「知的`情報アクセス」が「情報大航海時代」における「羅針盤」として
（20）

重要な意義を持つとしている。

この「情報大航海時代」という言葉には，「情報ルネッサンス」の到来を

予感させるものであるが，わが国は，Google誕生以前において，この分野

では産学双方で世界に遜色ない技術水準を確保していたものの，Google誕

生以降においては，あまりにもGoogleの技術が高度であり，またピジネス

モデルが成功を収めたため，特に企業が研究開発体制を縮小するなど，技術，

人材のリストラクチャリングのもとで基盤を失いかねない状況に至ったとい

う背景がある。

実際，2007年末で，検索エンジンの世界市場は，最大手のGoogleが62％

を占め，それに引き続きYahooが１３％，百度が５％，Microsoftが３％と
（21）

続き，その他の検索エンジンとして|ま，タイムワーナー（ＡＯＬ)，ｅベイ，

インタラクティブコープ，ニューズ・コープ・オンライン，アマゾンなど外
（22）

国企業が名を連ねており，日本の企業は，ＮＴＴレゾナントのｇｏｏ力iあるも

のの，検索エンジン部分ではGoogleの技術を採用しており，その他にMar‐

sflagなど国産検索エンジンはあるにはあるが，ほとんど存在感がない状況
（23）

である。

その後，「ＩＴによる「情報大航海時代」の`情報利用を考える研究会」は会

合を重ね，平成18年７月には`情報大航海プロジェクト・コンソーシアムが設

立された。しかし，その間にも，海外では，百度などの中国の検索エンジン

サービス事業者の目覚い､進出や，MicrosoftによるYahooの買収の失敗，

GoogleとYahooの業務提携など，自由競争のもと検索エンジンビジネス
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を中心とした検索エンジンサービス市場は，世界的に大きなうねりをみせて

いる。

しかし，わが国の企業はこのダイナミックな市場のなかで活躍することが

許されないでいる状況が続いている。その最も大きな障害のひとつが，わが

国の著作権法にある。この問題は早くから指摘されていたが，ようやく，そ

の法律改正案が平成19年６月の「知的財産推進計画2007」に盛り込まれ，文

化庁長官の諮問機関である文化審議会を経て，早ければ，平成19年秋の臨時

国会に改正案として提出されることが期待された。しかし，残念ながら平成
（24）

19年度Iま，見送られる結果となった。

その後，平成20年５月９日の「デジタル・ネット時代における知財制度専

門調査会」第２回会合の資料で，同調査会は「早急に解決すべき課題」とし

て検索サービスの適法化を挙げている。同資料は「我が国においては，サー

バーへの情報の収集・格納等の行為が著作権法上の複製等に該当するおそれ

があるため，事業者は法的リスクを避ける観点から海外のサーバーを利用せ

ざるを得ない状況となっており，円滑な事業活動に支障が生じている。また，

新たな検索サービスについても著作権侵害のリスクをおそれ，フェアユース

規定のある米国での事業展開を優先する動きがある。このため，我が国にお

ける検索サービスに必要な複製，翻案又は公衆送信を行うことができるよう
（25）

早急に法的措置を講じるべきである｡」と言及し，暗に法改正を促して(､ろ。

さらに，同年６月１８日発表の知的財産戦略本部の「知的財産推進計画

2008」では，「世界をリードする情報の検索・解析・信瀝性検証技術の開

発・国際標準化による先進的な事業の出現を促進するとともに，ネット検索

サービスが円滑に展開されるよう2008年度中に法的措置を講ずる゜また，利

用者に応じて，適した商品等の,情報を提供するサービスが円滑に提供できる

よう，利用者のプライバシーを保護しつつ利用者に関する`情報を安心・安全

に収集．蓄積．活用するための方策等について検討を行い，2008年度中に，

一定の結論を得る（総務省，文部科学省，経済産業省)｡」とし，2008年度中

に法的措置を講ずることを明言している。これは，具体的には著作権法を主
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体とした法改正である。

また，「コンテンツ配信の通信過程において端末やサーバー等で生じる－

時的な蓄積について，通常の通信過程における機器の利用であって権利者の

利益を不当に害しない場合は著作権法上権利を及ぼさない措置を導入するな

ど，一時的蓄積等に係る法的課題を解決するための検討を行い，2008年度中
（26）

に法的措置を講ずる（文部科学省)｡」としている。

一方，このプロジェクトに対しては，ＩＴ産業に詳しい評論家や学者から，

税金の無駄遣いに終わるのではないかという懸念の声も上がっている。その

背景には，過去に失敗した同様のプロジェクトがあるからである。例えば，

経済産業省の前身である通商産業省が1992年に立ち上げた「第五世代コンピ

ュータ計画」や，1995年に立ち上げたソフト開発支援の「シグマ・プロジェ
（27）

クト」である。これらの評価は人|こより異なるが，一般に，これらは，当初

期待されていた成果を十分に上げることができなかったと言われている。

しかし，現時点で，‘情報大航海プロジェクトの法制度整備を巡る動きは活

発化しており，平成20年度中に著作権法を中心とする大きな法改正が予想さ

れる。その原動力となっているのが，言うまでもなく'情報大航海プロジェク

トである。そのプロジェクトの詳細については，,情報大航海プロジェクト．
（28）

コンソーシアム専用ホームページに詳しく紹介されているｶｺﾞ，以下，経済産
（29）

業省の資料を基に，主に制度課題の観点から概観しておきたし､。

２１プロジェクトの背景と目的

世界の,情報量は急激に増加し，すべての,情報をデジタル情報に換算すると，
（30）

2002年には５エクサバイトの'情報ｶﾒ，人類によって算出されたという調査結

果が報告された。これは米国議会図書館の情報量の50万倍に相当する情報量

であり，さらに，その後の２年間の情報増加は，人類のこれまでの歴史全体
（３Ｄ

の情報総量より多いともいわれている。一方で，カリフォルニア大学の研究
（32）

者'よ，2002年の世界の情報量は18エクサバイトと算出している。

両者に算出方法に違いがあるにせよ，ウェブ上では画像・映像を含めた多
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種多様な`情報が急速に増大し，他方では，ウェブに限らない医療分野，流通

分野などのあらゆる分野でこれまで活用されてこなかった大量の情報が蓄積

されたままとなっており，これら多種多様かつ大量の情報を有効に活用する

手段へのニーズが高まっている。

‘情報大航海プロジェクト・コンソーシアムのホームページでは，本プロジ

ェクトの背景としては，以下の２点を挙げている。すなわち，①ＩＴの進展

に伴い，現在，世界中において，‘情報量の「爆発」が起きている状況にあり，

ウェブ上のデジタル情報にとどまらず，社会活動のあらゆる場面において，

`情報の「創出」・「蓄積」が起こっていること，②社会に大量に溢れる様々な

データや画像等の情報の中から，災害などの緊急事態や医療など国民の福祉

の高度化などに必要な対策を即時に講じるために必要となる情報やデータを

的確に検索・解析することを可能とする次世代型の高度な検索・解析技術の
（33）

開発を集中的1こ進めること，である。

また，本プロジェクトの目標は，次世代技術に係る事業の成功をトリガー

に，「制度・環境」の更なる成熟，及び「技術」の更なる発展を喚起し，よ

り先進的な公的活動を含む事業への創出へつながるイノベーション創出メカ
（34）

ニズムを確立し，産業の活性化，競争力強ｲﾋを実現することである。

ＩＴの進展により社会活動のあらゆる面において情報化が進んでいるが，

その一方で，大量に蓄積されていく情報には，さまざまな種類のものが混在

する玉石混清の状態となっており，このような状況の中で，今後は，「情報

そのものが持つ価値」はもちろん，ｒ情報と情報をシームレスにつなぐこと

により生み出される価値」がより重要となっていくことが予想される。本プ

ロジェクトは，この新たな価値の重要性をいち早く理解し，‘情報を活用して

いくための新たな社会システムを構築できるかどうかが，来るべき真の'情報

化社会におけるわが国のプレゼンスを維持する上でのターニングポイントと

なると想像されるとしている。

すなわち本プロジェクトの目的は，必要なときに必要な情報を検索・解析

できる情報基盤（プラットフォーム）の実現によって，この将来の情報化社
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会におけるイノベーション創出環境を確立し，わが国産業の国際競争力の向

上を目指すことである。具体的には，①多種多様な情報の中から必要な情報

を的確に検索．解析するための「次世代検索．解析技術」を開発するととも

に，それらを用いた先進的な事業について実証することにより，技術の普

及．展開を目指すこと，及び，②プライバシー，著作権をはじめとする制度

的課題について所要の手当を行い，事業が自律的に展開していくための環境

を整備する，などの活動を通じて「制度・環境」の更なる成熟，「技術」の

更なる発展を喚起し，より魅力的な「サービス」への創出へつながるイノベ

ーション創出メカニズムを確立し，‘情報活用基盤（プラットフォーム）の構
（35）

築を実現することを目標としてし､ろ。

プロジェクトが実現する次世代の`情報アクセスサービスは，現在のＰＣ主

体，ウェブ情報中心及びキーワード検索から，あらゆるパーソナル情報機器

を用いた様々な生活`情報，リッチコンテンツや対話．画像による感`性検索を

実現する情報アクセスへの進化と，サービス企業が個別に保有する個人情報

を個人がコントロールする仕組みと，個人情報保護制度を整備することで，

事業者の壁を越えて個人情報が安全に活用できるようにすることにより，多

種多様な個人ニーズと最適なコンテンツ・サービスが快適かつ安心安全にマ

ッチングされ，価値コラポレーション型の新サービス市場が様々な産業領域
（36）

で大きく拡大することｶｺﾞ期待されてし､る。

これらが実現すると，キーワードによる検索ではなく，自然言語そのもの

の入力による検索が可能となる。例えば，携帯電話から検索エンジンにアク

セスし，「最寄りのベトナム料理店はどこか」と音声で入力すると，携帯電

話内蔵のＧＰＳを使って利用者の位置を把握し，近くのベトナム料理店を表

示することも考えられる。

さらに，本プロジェクトによって，あらゆる`情報の活用への途が開かれ，

新たな製品やサービスが創出されれば，我が国産業の競争力が向上するほか，

市場規模の拡大，ユーザーの利便性向上，社会的コストの低減など，様々な
（37）

波及効果ｶｺﾞ期待できると考えられてし､ろ。
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２２プロジェクトの原則と体制
（38）

情報大航海プロジェクトの実施には，次の３つの原則力iある。すなわち，

①「ユーザー主導」：開発の進行を主導するのは，次世代検索・解析技術を

利用した開発実証事業を，自ら展開することを目指しているユーザー企業で

ある。これにより，技術の開発と実装化を同時並行的に行なっていくことが

可能となり，開発する技術の実用度が高くなることが期待できる。②「グロ

ーバルな貢献」：次世代検索・解析技術の開発に当たっては，その国際標準

化にも合わせて取り組む。これにより，世界における次世代技術のデファク

トスタンダード（事実上の標準）を目指すとともに，グローバルな貢献を果

たすことが期待できる。③「オープン化」：開発した次世代検索・解析技術

のうち，基盤的な部分については，オープン化していく。これにより，開発

された技術が広くわが国産業の競争力強化に資することが期待できる。

この原則を見る限り，あくまで主役はユーザーである事業者である。また，

これらの技術をオープンにすることにより，わが国の検索エンジンを立ち上

げるという狙いがあるが，外国の企業もアクセスすることができため，どこ

までオープンにすべきか，という課題は残るであろう。

なお，情報大航海プロジェクトの開発体制は，次世代技術を自ら展開する

開発実証企業をトップとする「サービスチーム」と，プロジェクト全体の管

理と技術の共通化を指揮する「プロジェクトマネージャー」の２つから構成
（39）

されている。サービスチームは，開発実証企業(ま次世代技術を自ら展開する

主導的な立場として開発体制に参加し，次世代技術の実現に必要な要素技術

の開発能力を有する企業等でチームを編成している。開発実証企業は本プロ

ジェクト終了後に，当該次世代技術を自ら展開することを確約できることが

条件となっている。サービスチームは複数チームを採択することにより，さ

まざまな分野における次世代技術の実現を目指している。

また，プロジェクトマネージャーは，複数のサービスチームがそれぞれ開

発を進めている技術の中から，将来の展開を見据えて共通技術を見出し設
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計・開発を行なうことにより，将来における技術の普及を目指すとともに，

プロジェクト全体のマネジメントなどを行う。サービスチームはプロジェク

トマネージャーの指揮の下で，次世代技術の実現と共通技術の開発を行うこ
（40）

ととなる。プロジェクトマネージャーは，ステアリング・コミッティを中JL、

に組織されているが，ステアリング・コミッティのワーキンググループとし
（41）

て，制度ワーキンググループと知財ワーキンググループカゴある。

制度ワーキンググループは，モデルサービスの実現や共通技術の普及にた

って障害となり得る制度的課題等の調査・具体的解決方策の提言をする役割

を担っており，一方，知財ワーキンググループは，複数の企業等が参加する

プロジェクトにおける知的財産管理の在り方と，「共通技術」の普及（再利

用）を促進するための仕組みを検討している。

２．３プロジェクトのスケジュールと共通化

,情報大航海プロジェクトの期間は，平成21年度末までの３年間を想定して

いる。この３年間で，開発実証企業による次世代技術の実証とともに，プロ
（42）

ジェクトマネージャーの指揮の下，共通技術の開発を進めてし、くとしてし､ろ。

年度ごとのスケジュールとしては，1年目である平成19年度には，先端事

業の実証，市場調査と通じて共通技術領域の選定，共通技術アーキテクチャ

策定，制度課題の抽出がされた。２年目の平成20年度は，実証事業を戦略的

領域の選択と選定した集中共通技術の開発，標準化の提案，制度改正に向け

た取り組みが予定されており，実証事業については大規模実験を行うことで，
（43）

より戦略的に選択と集中を図ろ。３年目の平成21年度に|ま，次年度以降の公

的分野を始めとした技術の展開を視野に入れた実証事業の本格展開に向けた

取り組み，共通技術のグローバル展開，オープン化に向けた取り組み，標準
（44）

イヒ・制度改正の推進力i行われる予定である。

また，プロジェクトの共通化として，以下の４項目が挙げられているので
（45）

簡単に紹介しておこう。なかでも，以下③の「制度課題」（ま，法整備と密接

に関連するところである。①「共通技術上複数のサービスを連携させた新
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サービス創生のため，またＴＰＯにあわせたその人のための`情報提供サービ

スを安心して利用できる環境づくりのために，個人の行動や嗜好情報のフォ

ーマット共通化およびプライバシー情報の管理技術開発など，実証事業や新

たなサービスで利用される共通技術の開発・展開・標準化を図る。②「知財

バンク」：知を連鎖させるイノベーション社会では，知識や知財を蓄積する

だけではなく，それらを流通させることでその価値を向上させる必要がある。

そこで,情報大航海プロジェクトの成果を流通させる仕掛けとして「知財バン

ク」（仮称）を設計・構築し，イノベーションを創出する実験を行なう。③

｢制度課題」：世界の市場で勝てる技術／サービスを実現するためには，著作

権，プライバシー，個人'情報保護，機密情報保護，といった制度上の課題を

解決していかなければならない。そのために，海外の判例の調査，現在の法

制度の中での解決策の検討，法制度の改正も視野に入れたその先のアクショ

ンプランの検討を行っていく。④「市場開拓」：国際競争を見据え，将来の

技術革新を可能とするサービス・技術を見出し，産業での広い活用を図れる

ようにナレッジ・プロデュースを推進する。

２．４検索エンジンの仕組み

最後に検索エンジンの仕組みについて簡単に紹介しよう。検索エンジンは，

高度な情報処理技術を基礎としており，特に情報大航海プロジェクトでは，

日本語解析・処理技術の一層の発展が不可欠であるが，検索エンジンの基本

的な仕組みは，検索エンジンサービス事業者によって多少の差異はあるもの

の，ほとんど確立されていると言ってもよい。具体的には３つの作業工程か

らなり，①ソフトウェアによるウェブサイト情報の収集（クローリングル
（46）

格納（キャッシング)，②索弓１用インデックス並びIこ検索結果表示用データ

の作成・蓄積，及び③検索結果の表示（送信)，に分けられる。

なお，この場合，対象とされたウェブページに著作物が掲載されていたと

すると，サーバーにウェブページをキャッシング保存した段階で，著作権法

上，複製が行われていることになる。また，ユーザーからの求めに応じて，
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検索結果を表示する場合，その表示の仕方次第では，著作物を公衆送信して
（47）

(､ると評価すべき場合もある。

なお検索エンジンサービスには，ロボット型とディレクトリ型に分けられ，

ロボット型は，上記の一連の作業をソフトウェアが自動的に行い，ディレク

トリ型は，上記①，②の工程を人手で行うものである。現在は，ロボット型

が主流を占めており，今後もこの傾向は変わらず，‘情報大航海プロジェクト

でも基本的にロボット型検索を想定している。本稿でも，ロボット型検索を

想定し，以下検討を進めることとする。

３制度課題と法制度

本プロジェクトに先がけて，平成18年に発表された「知的情報アクセスが

もたらす文化．社会・経済的影響を考える分科会」中間報告では，検索エン
（48）

ジンの問題として，いくつかの項目ｶｺﾞ挙げられた。本プロジェクトで実施さ

れた制度課題調査のポイントは，①実証事業を行うことにより,サービスを

具体化し，その中から制度的な諸問題のうち早急に解決すべき課題を抽出す

ること，②抽出された課題について集中的に検討し，プロジェクト終了時ま

でに必要な法改正やルール整備等を行うことにより，事業を実際に展開する

ことが可能となるような環境を整えることである。なかでも，法制度に関

する調査は，著作権法，不法行為（不正競争防止法を含む)，個人情報保護
（49）

法をその対象としている。

３．１著作権法

平成19年度の調査で明らかになった課題として，‘情報の「収集・蓄積・分

析・表示」などの区別がほとんどできていないなど，法制度が情報の流通

(特にデジタル化・ネット化）自体を想定していないことが挙げられている。

制度運用面での法制度に関する課題として，法律の不整合の存在がある。ひ

とつには，プロバイダ責任制限法と著作権法の運用が衝突していることが挙

げられよう。例えば，プロバイダ責任制限法に照らせば，権利侵害が生じた
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時，権利者はその認定を認定機関や裁判所に受けた上で削除要請をする必要

があるが，認定までの間にサービス・プロバイダは削除することができず，

権利侵害やそれに伴う事業リスクが継続する。また，マッシュアップ（連
（50）

携）時の権禾Ｉ処理が複雑で，データにＣＧＭを利用する場合など，知らない

うちに権利侵害をしている可能性がある。
（51）

制度設計面からは，検索サービスカゴ違法状態，サムネイルや要約などの検

索結果の表示における形式変更が法的にどこまで可能か不明である。著作権

法を厳格に解釈するとキャッシュは違法となる可能性があり，また，同一性

保持や編集権が不明で，検索結果の表示等が法的に妥当なのか判断しづらい

点が挙げられる。

このような法制度の不備により，違法状態と判断されかねないサービスを

提供することはできず違法状態では実装できないという開発の停滞をもたら

し，実験室実験であっても，データの入手も困難で，開発・実装は困難であ
（52）

ろという報告ｶｺﾞなされている。

なお，これらの問題に関しては，主に「文化審議会著作権分科会法制問題

小委員会デジタル対応ワーキングチーム」で討議が続けられているが，平成

19年度第８回法制問題小委員会（９月21日開催）は，「検索エンジンの法制
（53）

上の課題の検討Iこ関する中間まとめ」を発表した。その後，この「中間まと

め」を踏まえた実証事業の対応方針をまとめた。

この「中間まとめ」の骨子は，①インターネット上に存在するウェブサイ

トから必要な情報を収集する手段として，検索エンジンが普及しているが，

ウェブサイトの収集等の行為が，事前に権利者から許諾を得ることが現実的

に不可能であり，著作権の侵害となるおそれがあること，②現行法での解釈

による対応が可能か，もしくは立法措置による対応が必要か検討，であり，

著作者の権利との調和と安定的な制度運用に配慮しながら権利制限を講ずる

ことが適当としている。具体的には，①権利制限の対象範囲をどのように画

定するのか，②権利者が検索対象となることを拒否した場合の対応，③違法

副生物への対応，の論点について早急に結論を得るとともに，具体的な立法
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（54）

措置の在り方を明らかにすることｶｺﾞ必要としている。

具体的に，同「中間まとめ」は，現行法下での解釈による対応の可能性を
（55）

検討している。すなわち，同「中間まとめ」は，検索エンジンにおける著作

物の利用行為に関しては，現行の著作権法では，明文の規定が存在しないた

め,その取り扱いは解釈に委ねられているとした上で，現行の著作権法にお

いて検索エンジンのサービスが合法的だと解釈できるかどうかを検討してい

る。

最初に挙げられているのが，著作権の権利制限規定である「引用」（著作

権法32条１項）に検索エンジンのサービスが該当するかどうかの検討である。

同法32条１項は，「引用」について「公表された著作物は，引用して利用す

ることができる。この場合において，その引用は，公正な`慣行に合致するも

のであり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範囲で行わ

れるものでなければならない｡」と規定している。具体的に，引用とは，紹

介，論評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を

採録することをいい，引用に該当するには，引用を含む著作物の表現形式上，

引用して利用する側の著作物とを明瞭に区別して認識することができ，かつ，

両著作物の間に前者は主，後者が従の関係があると認められなければならな
(56）

（、。

検索結果表示用データとして作成されるスニペットやサムネイルを検索結

果として表示する行為は，引用としての利用に該当しうるという学説上の見
（57）

解もあるｶｺﾞ，同「中間まとめ」は，これらの表示方法は，検索エンジンサー

ビスの改善の観点から様々な態様が追及されるとともに，検索技術やサービ

スの発展とともに刻々と変化していくものであり，検索結果の表示の態様に

よっては，引用の範囲を超えるものであるとしている。もともと，同法32条

１項の立法の趣旨は，報道，批評，研究の目的のためであることを考えるな

らば当然の帰結である。
（58）

また，キャッシュ・リンクについても，「；|用の目的上正当な範囲内で行

われるもの」であると評価することは困難であるとの指摘があるとともに，
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（59）

未公表の著作物が著作権者に無断でアップロードされた場合において(ま，

｢公表された著作物」の利用に当たらないと解されることから，同法32条１

項が適用されると解釈することは困難である。また同「中間報告」は，著作

権法32条１項が適用される場合があるとしても，同項によって，検索エンジ

ンにおける著作物の利用行為が網羅的に許容されるという保証はないことか

ら，検索エンジンサービス事業者が負うリスクを払拭するものとはならない
（60）

と結論づけてし､ろ。

次に，同「中間まとめ」は，黙示の許諾論による対応の可能性について言

及している。黙示の許諾とは，ウェブサイトを開設した著作権者は，アップ

ロードした著作物が検索エンジンの対象になることを予見しており，検索対
（61）

象Iこしたくなければメタタグを設定するなど，検索対象となることを技術的

に回避できるのだから（技術的回避手段)，著作物の利用を黙示的に許諾し
（62）

ているのではないかとし､う考え方である。すなわち，ウェブサイトにアップ

ロードした著作物が検索対象となることを望まない場合は，ウェブサイト開

設者が技術的回避手段を行使することによって，容易にそれを実現すること

ができるので，技術的回避手段が行使されなかったことをもって，検索エン

ジンにおける著作物の利用が黙示的に許諾されたと推認することができると

の考え方を検討している。

この考え方は，上記「引用」適用説に比べると説得力がある。多くのウェ

ブサイト開設者は，他の人に自分のサイトを見てもらうために開設している

という事実を考えると，ウェブサイトの検索エンジンの複製行為は合法化で

きる可能性があるのではないだろうか。しかし，ウェブサイトの商業的利用

から見た場合，検索エンジンにコンテンツをキャッシュされたり，サムネイ

ルを作成されたりすることを好まない人もいるかもしれない。しかし，商業

目的でコンテンツを利用する立場の人（企業）の多くは，検索エンジンを技
（63）

術的に回避する方法を知っていることが多し､と考えられるとする見解もある。

もともと，黙示の許諾論の理論構成は，Googleブックサーチのオプト．
（64）

アウト方式に共通してし､ろ。著作権のある書籍をGoogleブックサーチの対
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象とする場合は，事前に著作権者の許諾を受ける必要があるが，これをオブ
（65）

ト・イン方式と呼んでいる。ところが，この方法で(よ著作権者からいちいち

許諾を取ることに多大な労力と時間がかかる。Googleブックサーチでは，

パブリック・ドメイン以外の書籍の場合，抜粋（スニペット）のみが表示さ

れるが，この場合は，事前に著作権処理をせず，著作権者がそれを望まない

場合には，著作権者がGoogleに通知することにより，抜粋（スニペット）
（66）

をしない方法をとっている。これカゴオプト・アウト方式である。

オプト・アウト方式とは，ＡのＢに対するある行為については原則自由

であるが，もし，これを禁止したいＢがいれば，そのＢは「ノー」と言え，

という手順である。一方，オプト・イン方式とは，ＡのＢに対するある行

為については原則禁止であるが，もしＢにその例外を認めて欲しいＡがい

れば，そのＡは前もって言え，という手順である。現行の著作権制度はこ

れである。著作権法は，アメリカ法にせよベルヌ条約にせよ，オプト・イン
（67）

方式を原ＨＩとするので，オプト・アウト方式を認める余地はない。

このため，オプト・アウト方式を正当化するためには，著作権制度以外の

規範を持ち出さなければならない。考えられるのは経済的合理性であり，こ

の論点としてはオプト・イン方式のサーチ・コストと，オプト・アウト方式

のモニタリング・コストを比較するという案もある。正当化するもうひとつ

の論拠が，アメリカのフェアユース（公正利用）の法理である。ただし，フ

ェアユースの中心には「transformative」という概念があるが，これはパ

ロディの正当性を示した判例に由来する概念であり，もともと芸術的な概念
（68）

である。しかしながら，Googleの検索エンジン(よオプト・アウト方式の形

で動いている。この方式は，Googleプリント計画で話題となったが，ネバ
（69）

ﾀﾞﾉﾄﾄ|連邦地裁はオプト・アウト方式を肯定した。

同「中間まとめ」は，このような解釈自体は，著作物の利用に際して予め

適法性を保証するものではないことから，検索エンジンサービス事業者が法

的リスクを負うおそれを払拭するものとはならないとしている。具体的には，

著作権者が技術的回避手段の存在を知らなかった場合や，著作権者の許諾な
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く著作物がアップロードされたウェブサイトが検索対象となってしまった場

合においては，著作権者は技術的手段を用いることにより事前にその著作物

が検索対象となることを回避することができず，このため黙示の許諾があっ

たと推認することは困難である。

さらに，同「中間まとめ」は，検索エンジンサービス事業者のリスクは，

法制度の運用面での工夫やサービス事業者の未然防止策の充実によって，一

定程度提言させることが可能との指摘をしている。例えば，合理的な差止範
（70）

囲の設定のあり方や故意及び過失の半I断基準等|こ関して，一定の見解を提示

することによって予見性を高める，あるいは技術的回避手段の普及や違法に

アップロードされた著作物を掲載するサイトの自動検知システムの開発等を

通じてリスクの低減を図るというものであるが，法的リスクを完全に解消す

ることは困難であり，検索エンジンサービス事業者のリスク評価によっては，
（71）

事業遂行上の安全'性を保障しうるとは限らなし､としている。

最後に，同「中間まとめ」は，権利濫用の法理による可能性についても検

討している。検索エンジンにおいて著作物の利用があっても，これに対する

権利者の権利行使が，社会妥当性を超えたものであり権利濫用として許され

ないと判断される場合があるとするが，権利濫用の法理の適用は，権利行使

による権利者の利益と検索エンジンサービス事業者の受ける損害若しくは検

索エンジンが有する流通促進機能との利益衡量の問題となり，そもそも，著

作物の利用に際して予め適法性を保証するものではないことから，その法的
（72）

リスクを払拭するものとはならないとしてし､ろ。

このように同「中間まとめ」は，現行の著作権法では，検索エンジンのサ

ービスが合法的であるという積極的な解釈が難しいことを示唆している。

３．２その他の法制度（不法行為法，個人'情報保護法）

平成19年度では，不法行為法と不正競争防止法に対しても検討が加えられ

たが，著作権法と同様，法制度が情報流通というサービス形態を十分想定し

ていないことが明らかにされた。具体的には，①情報流通というサービスに
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おける公正な環境整備の定義や，不法行為に関する構成要件が明確でないこ

と，②個人がサービス全体に影響を及ぼす可能性について想定が十分でない

こと，等が挙げられている。特に，制度設計として，想定される新たな不法

行為・不正サービスや，新たな競争環境に応じた不正競争・独占．寡占の概

念整理を行うとしている。

また平成20年度では，プロジェクト分野における法のあり方について，海

外動向を含め分析することにし，具体的に，①判例調査等を行い，構成要件

や不法成立の可能性を見当し，②海外における関連法令の動向を調査し，ど

のような考え方（法哲学や社会学的検討を含む）が必要かを検討することに
（73）

九J:っている。

個人`情報保護，プライバシーについても調査が行われたが，やはり法制度

が情報流通自体を想定していないことが問題として挙げられた｡制度運用面

としては，個人蝋情報保護の規準・水準が分かりにくい,リスクヘッジのため

に事業者が過剰反応（自主規制）し，事業プロセスが過度に増加し，事業効

率が低下するなど，法律の不明確さによる萎縮が見られた。

具体例としては，個人'情報の保護に関する法律（個人情報保護法）’5条’

項「個人`情報取扱事業者は，個人'情報を取り扱うに当たっては，その利用の

目的をできる限り特定しなければならない｡」の「できる限り」が不明瞭で

あるため，事業者はどの程度特定しなければならないかがわからない。さら

に，同法16条１項は「個人情報取扱事業者は，あらかじめ本人の同意を得な

いで，前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,

個人`情報を取り扱ってはならない｡」とするが，「必要な範囲」があいまいで

あるため，事業者はこの規定を遵守することに過敏になる傾向がみられる。

同様に，同法21条の「個人`情報取扱事業者は，その従業者に個人データを

取り扱わせるに当たっては，当該個人データの安全管理が図られるよう,当

該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わせなければならない｡」や，同

法22条の「個人`情報取扱事業者は，個人データの取扱いの全部又は－部を委

託する場合は，委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければ
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ならない｡」の「必要かつ適切な監督」の意味が不明瞭なため，事業者は厳

しい運用規程を作るなど，不明瞭な条文を満たすため，厳しい運用ルールを

策定し，業務に遅滞が見られることが指摘された。

また，制度設計面では，法制度による流通阻害として，マッシュアップを

しようとすると法律に抵触することや，事業化にはデータやサービスの囲い

込みが必要なこと，また国際的にも未解決な状態であることが指摘された。

例えば，マッシュアップは「目的外利用」や「第三者への提供」に該当する

可能性があり，回避のために「すべて自社のリソース」として研究開発を行

わなければならない。また，実質的に参入できる事業者の規模や性質を選ぶ

ことなどが挙げられる。

なお，データの蓄積や分析，あるいは高精度の位置情報だけで「プライバ

シー侵害（追尾行為)」となる可能性がある。また，ユーザーから何が「意

外・不`快」と思われるか分からず，サービスを縮小せざるを得なくなる。す

なわち，プライバシーと個人情報の概念が不十分であり，リスクヘッジのた

めに事業者が過剰反応（自主規制）し，「顧客が気持ち悪い」と感じる事業

は実現不可能である。

これらの問題を受けて，平成20年度は，①ガイドライン作成による円滑化，

②法制度改正に向けた検討，③実証実験による理解拡大，④技術開発・検証
（74）

の促進，プ:j:どを推進する予定であるとしている。

４各国の動向

検索エンジンと著作権法との関係に関しては，わが国では直接これを扱っ
（75）

た裁半Ｉ例はないが，アメリカではいくつかの裁判例の蓄積がある。アメリカ

著作権法において，著作権を一般的に制限するものとして，第107条のフェ
（76）

アユース（公正利用）の法理（１７Ｕ､S､Ｃ§107）がある。多くの裁半Ｉ例で，
（77）

フェアユースの成否ｶｺﾞ争点とされたが，その多くの判決では，フェアユース

の成立が認められている。また，ＤＭＣＡ（デジタル・ミレニアム著作権法）

により新設された第512条の免責条項（セーフハーバー条項）が適用された
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（78）

例もある。

フェアユースについて，アメリカ著作権法は，「同法第106条（著作権のあ

る著作物に対する排他的権利）および同法第106Ａ条（一定の著作者の氏名

表示および同一性保持の権利）の規定にかかわらず，批評，解説，ニュース

報道，教授（教室における複数のコピーを作成する行為を含む)，研究また

は調査等を目的とする著作権のある著作物のフェアユース（コピーまたはレ

コードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む）は，著作権

の侵害とはならない｡」と規定している（ｌ７ＵＳ.Ｃ§107)。

また，同法は，「著作物の使用がフェアユースとなるか否かを判断する場

合に考慮すべき要素は，以下のものを含む｡」としており，次の４項目を挙

げている。すなわち，①使用の目的および性質（使用が商業性を有するかま

たは非営利的教育目的を含む｡)，②著作権のある著作物の性質，③著作権の

ある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性，④著作

権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響，である。つま

り，これらのすべての要素を考慮してフェアユースが認定された場合，著作
（79）

物を著作権者の許諾なく複製しても違法とはされなし､。現在，一般に，

Googleの検索エンジンは，判例法上，アメリカ著作権法のフェアユースに

該当し合法と認められているが，Googleの検索エンジンがフェアユースに
（80）

該当するか否かについて過去に争われたいくつものケースカゴある。
（81）

1998年，アメリカ議会は，著作権法を改正するＤＭＣＡを制定したｶｺﾞ，同

法は，来るべき膨大なコンテンツのデジタル化に対応するため，違法コピー

を防ぐための装置や技術を回避して，コピー可能状態に戻す行為を禁止した

法律である。

ＤＭＣＡ第II編は，一般に「オンライン著作権侵害責任制限法」（Online

CopyrightlnfringementLiabilityLimitation）と呼ばれている。ここで，

同法は，第三者の著作権を侵害する`情報を媒介したプロバイダの著作権侵害

責任を，一定の要件を満たした場合に免除した。ここでいうサービス．プロ

バイダとは，「ユーザーの選んだ素材を修正することなく，ユーザーの指定
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する場所間に，デジタル・オンライン通信の伝達，ルーティングまたは接続

を提供する法主体（Entity)」と定義している（ｌ７ＵＳＣ§５１２（k）（１）

(a))。これには，検索エンジン事業者のようなウェブサイトの運営業者も

含まれる。

またＤＭＣＡは，ＵＳ.C・第１7編「著作権」に，第５章「著作権侵害と賠

償」（CopyrightlnfringementandRemedies）を追加し，第512条でプロ

バイダの著作権侵害が問題になる４つのケースについて免責要件を規定した。

その４つのケースとは，①伝送サービス型（ｌ７Ｕ,Ｓｃ§５１２（a))，②キャ

ッシュ型（１７Ｕ､Ｓｃ§５１２（b))，③ホスティング型（ｌ７Ｕ.S､C，§５１２（c))，

④検索・リンク型（１７ＵＳＣ．§５１２（d)）である。

伝送サービス型とは，他人の発信した情報をプロバイダがコンテンツを変

更することなく伝送する場合であり，キャッシュ型とは，サイトやページな

どの情報をプロバイダのシステムに一時的に蓄積する場合である。ホスティ

ング型とは，掲示板，チャットルーム，ホスティング，サービスのように，

ユーザーの指示に従ってプロバイダのシステムに情報を蓄積する場合であり，

検索・リンク型とは，検索エンジン，リンクのような,情報検索ツールを使用

して，第三者の著作権を侵害するおそれのある情報を提供する場合である。

検索エンジン事業者は，主に検索・リンク型に該当する。

このように第512条ではプロバイダの事業形態を４つに分類しているが，

同法は，これら共通の免責要件として２項目を規定している。ひとつは，プ

ロバイダは適切な状況下で，著作権侵害常習者の契約を解除するポリシーを

採択し，顧客に通知するとともにこれを実施しなければならないことであり

(１７Ｕ・Ｓｃ§５１２（i）（１）（Ａ))，もうひとつは，プロパイダは著作権のあ

る作品を認識し，保護する標準的な技術を採用しなければならないことであ

る（ｌ７ＵＳ.Ｃ§５１２（i）（１）（B))。

さらに，上記のホスティング型と検索・リンク型に対しては，次の要件が

追加されている。すなわち，侵害行為をコントロールする権利と能力を有し

ているプロバイダは，侵害行為から直接利益を得ていないことであり（1７
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ＵＳＣ§512（c）（１）（B），（d）（２）)，プロバイダが侵害行為について，

ある程度以上の知識を持ち合わせていないことである（１７ＵＳＣ§５１２（c）

(1)（Ａ），（d）（１）)。

これは，プロバイダが第三者による侵害行為に加担した場合に問われる二

次侵害責任の要件である。ＤＭＣＡはプロバイダヘの侵害行為の通知の仕方，

通知に対するプロバイダの答え方について明快なルールを定めることによっ

て，それまでプロバイダが侵害行為の通知を受けた場合の対処の仕方につい

て不明確だった点を解消した。この法定要件を満たさない通知だと，プロバ

イダが侵害行為についてある程度以上の知識を持っていたとみなせず，プロ
（82）

'《イダを免責することになる。

なお，近時，アメリカで問題となっているのが個人情報保護である。かつ

ては，個人情報保護に関する検討が進められてきたが，レーガン政権以降は，

事業者の利益優先の観点から，個人情報の利用を阻害すると考えられる法制

化は議論がなされていない。ただし，州法による個別対応，及びプライバシ

ー保護（個人・消費者の利益の確保）による被害防衛や救済が行われている。

今後は，個別法乱立や特定事業者によるデファクト化の懸念を受けて，今後

は何らかの検討や対応が進む可能性がある。

ＥＵの動向としては，2005年よりドイツ及びフランスで，国家プロジェク

トとして「クエロ（Quero)」計画が展開されている。しかしながら，ドイ
（83）

ﾂｶｺﾞ途中で脱退し，現在ではフランスが独自で行っているが，ＥＵでも，著

作権侵害の成否が複数判断されている。ドイツにおいては，2003年９月５日，

サムネイル画像に関するハンブルグ地裁判決や，2007年３月15日のエアフル

ト地裁判決などで，著作権侵害を肯定した裁判例が存在し，ベルギーにおい

ては，Copiepressev・Googleでベルギー第一審裁判所判決（2006年９月５

日）及び第一審裁判所再審理判決（2007年２月13日）で侵害が肯定され，領
（84）

域内での著作物の利用中止力i認められた例が報告されている。
（85）

なお，個人`情報保護の観点からは，1980年のＯＥＣＤ８原ﾛﾘをもとに，ＥＵ
（86）

個人`情報保護指令として採択し，ＯＥＣＤ８原Ｈｌに，①個人データ処理と表現
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の自由，②第三国への個人データの移転，が追加された。また，ドイツでは，

連邦データ保護法により，公的機関は連邦データ保護監察官，民間は州の監

督象徴が監督し，イギリスでは，データ保護法により，データ保護コミッシ

ョナーが公的・民間機関を監督している。フランスでは，』情報処理．データ

ファイル及び自由に関する法律により，ＣNIL（`情報処理及び自由に関する

国会委員会）が監督している。

また，韓国では，Naverが圧倒的なシェアを獲得している。これを運営

するＮＨＮは1999年６月に設立され，Naver以外にHangameなどオンラ

イン・ゲーム事業も手がけている。1990年代後半から，データベースを独自
（87）

に構築しデータベースｲﾋされたＵＣＣ（UserCreatedContents）を韓国の
（88）

検索エンジンで入手するとう現在のモデルカゴ出来上がった。そのような状況

の中，サムネイルの表示を「引用」に当たるとした原審の判断を，2006年２
（89）

月９日，大法院（韓国最高裁判所）は支持し，著作権侵害を否定しﾌﾟこ。この

判決によって，韓国では検索エンジンサービスは法的に支持されることとな

り，これ以降，韓国の検索エンジンサービスは大きく市場を伸ばすこととな

り，韓国の検索エンジンサービス事業は，大きく進展することになる。

５検索エンジンの法的課題

５１立法措置による対応の可能性

第3.1節で，「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19年度．中間

まとめ」では，現行の著作権法は，検索エンジンのサービスが合法的である

という積極的な解釈をすることが難しいことを示唆していることを解説した

が，同「中間まとめ」は，立法措置による対応の可能性について言及してい

る｡すなわち，同委員会は，①権利制限規定の立法による対応の可能性，②

利用許諾の推定（又は擬制）規定の立法による対応の可能性，及び③プロバ

イダ責任制限法類似の特別立法による対応の可能性，について検討を加えて
（90）

し、る。

権利制限規定の立法による対応の可能性として，同「中間まとめ」は，権



1５２

利制限の対象とする合理的根拠として以下の４点を挙げている。①検索エン

ジンは，インターネット上に存在する著作物の所在`情報を効率的に提供する

ことを可能とし，著作物の流通を促進する，いわば社会インフラ的な役割を

果たすものということができる。②検索エンジンにおける利用行為は，著作

物の提示や提供自体を目的とするものではなく，たいていの場合，著作権者

の著作物利用市場と衝突するものではない。したがって，これらの行為は，

著作権者の利益に悪影響を及ぼさないことが通常であり，著作物の流通促進

に資することで，文化の発展に寄与するものであると考えられる。③インタ

ーネット上に存在する無数の著作物が検索対象となるため，検索エンジンサ

ービス事業者が，著作権者から事前に利用許諾を得ることは事実上不可能で

あることから，権利制限を設ける必要性は高い。④実際上，インターネット

上に開設されたウェブサイトにアップロードされた著作物（全てではないと

しても）多くについては，その著作権者は，検索対象となることを予見し，
（91）

検索エンジンにおいて禾１１用されることを黙示的に許諾していると考えられる。

さらに，権利制限上の対象範囲としては，①検索エンジンの「目的」とい

う主観面と，②検索エンジンにおいて行われる「行為」という客観面の組合

せで規定するのが適切であるとし，権利制限規定の制度運用上の安全性を確

保する観点から，③検索エンジンサービスの「属`性・機能」に関しても規定

すべきかどうか検討する必要があるとしている。

検索エンジンの目的に関しては，利用者の求めに応じ著作物の所在･情報を

提供し，著作物の内容を通じて，その著作物が存在するオリジナルのウェブ

サイトヘの誘導を専ら目的とするものであると定義し，この目的を超えて，

オリジナルのウェブサイトに取って代わるものとなれば，権利者の利益に悪

影響を及ぼすおそれがあるとする。

また，検索エンジンにおける行為は，①ウェブサイト情報の収集・格納，

②検索用インデックス及び検索結果表示用データの作成・蓄積，③検索結果
（92）

の表示（送信)，の３工程に区分した検討力i必要としている。

この３工程のうち，最初のウェブサイト情報の収集・格納の工程で問題と
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なる行為は，ウェブサイトにアップロードされた著作物をそのままの形で蓄

積（複製）するものであり，権利制限対象については容易に画定することが

できると考えられる。次の検索用インデックス及び検索結果表示用データの

作成・蓄積の工程では，検索用インデックスの作成・蓄積は著作物の利用に

は該当しないが，検索結果表示用データの作成・蓄積は著作物の利用に該当

する場合があると考えられている。この場合の行為も，ウェブサイト情報の

収集・格納の工程と同様，権利制限の対象とすることには問題がないと考え

られる。

しかし，検索結果表示用データの態様は，提供される検索サービスによっ

て決定されるものであるため，著作物の利用としての検索結果表示用データ

の作成・蓄積は多様である。例えば，検索エンジンサービス事業者の表示方

法によっては，スペニットのみを作成・蓄積の対象とする場合から，サムネ

イルやキャッシュ等をも用いる場合など，著作物の利用形態は大きく異なる。

したがって，同「中間まとめ」は，権利制限対象範囲については，ある程度
（93）

包括的に規定することが望ましし､としている。

３工程の最後である検索結果の表示（送信）では，同「中間まとめ」は，

著作物の利用に該当する行為は，公衆の目に触れるものであり，検索エンジ

ンサービス事業者は著作物の提示や提供自体を目的としていなくとも，その

表示方法の態様によっては，利用者に対して著作物の提示や提供と同等のも

のとして作用し，結果として権利者の利益に悪影響を及ぼすこととなる可能

性を含んでいるとしている。一方，検索結果表示データの態様は提供される

検索エンジンサービスによって決定されるものであり，検索結果の表示方法

は，検索エンジンサービス事業者にとっては，そのサービスの差別化を図る

上で不可欠な部分であると考えられる。

したがって，その表示方法については，サービス向上の観点から様々な態

様が追及されるとともに，検索技術やサービスの発展とともに刻々と変化し

ていくものと考えられ，このため，同「中間まとめ」は，著作物の利用形態

は多様かつ変動する可能性が高く，予めその外縁を画定することは困難であ
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（94）

ると結論付けてし､ろ。

以上の検討により，権利制限対象範囲をどのように規定すべきか，すなわ

ち，包括的に規定する方法と個別列挙によって限定的に規定する方法のいず

れかが適切であるか，が論点となる。仮に，権利制限対象範囲を包括的に規

定するとした場合，新たな利用形態が発生する度に権利制限の対象とするか

否かを検討する必要はなくなる反面，権利者の利益に悪影響を及ぼすおそれ
（95）

のある下り用形態にまで包含してしまう可能性が高まるものといえる。

他方，個別列挙方式によって限定的に規定するとした場合，権利制限対象

範囲に含まれない行為が直ちに侵害と解されることによって，検索エンジン

のサービス形態が法制度によって限定されてしまいかえって検索エンジン
（96）

の健全な発展を阻害するおそれｶｽﾞあるとの指摘もある。

同「中間まとめ」は，権利制限対象範囲の画定に当たっては，検索エンジ

ンの流通促進機能と権利者の私権との調和が十分に図られるよう，‘慎重に検

討を進めていくことが必要不可欠であると結論付けているが，実際の立法措

置による可能性と論点をまとめるに留まり，具体的な立法政策には触れてい

ない。ただし，暗に，個別列挙方式には制度設計上限界があること，包括的

に規定する方式にも問題はあるものの，権利者保護としての技術的回避手段

による意,恩表示により，権利制限の対象外とする措置が講じられるのであれ

ば，包括的規定方式によって生じる問題をある程度解消できると思われる。

５．２包括的規定方式と技術的回避手段

具体的な立法政策を考える場合，個別列挙方式によって限定的に規定する

としたとき，検索エンジンのサービス形態が法制度によって限定されてしま

い，かえって検索エンジンの健全な発展を阻害するおそれがあるため，現実

的な立法政策的な解決としては問題が多い。その点，包括的規定方式は，そ

の規定の仕方でもその解釈が変わると思われるが，新たな利用形態が発生す

る度に権利制限の対象とするか否かを検討する必要がなくなるため，弾力的

な運用ができ，検索エンジンの発展・促進に寄与するものと思われる。ただ
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し，包括的規定方式は，権利者の利益に悪影響を及ぼすおそれのある利用形

態にまで包含してしまう可能性が高くなるという危険性があり，権利者保護

への対応を考える必要があろう。

「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成'9年度・中間まとめ」は，

権利者保護への対応として，「技術的回避手段による意思表示」と「技術的
（97）

回避手段以外による意思表示」を挙げ検討をｶﾛえている。もともと，ウェブ

サイトにコンテンツをアップロードする著作権者は，誰かに見てもらいたい

と思ってアップロードするのであるから，黙示の許諾をしていると考えるこ

とができる。もし，ウェブサイトにアップロードした著作物が検索対象とな

ることを望まないのであれば，技術的回避手段を行使することによって，容

易にそれを実現することが可能である。

この考え方は，オプト・アウト方式に基づくものである。しかし，著作権

法及びベルヌ条約は，オプト・アウト方式は認めておらず，オプト゛アウト

方式に基づいた著作権法改正を考えるならば，現行著作権法を抜本的に見直

す必要があろう。オプト・アウト方式を正当化するための技術的回避行為は，

権利者保護の補足的な対応に過ぎず，著作権法の抜本的な見直しなくして，

オプト．アウト方式を正当化することはできないのではないかと思われる。

仮に，技術的回避手段を採用しオプト・アウト方式を正当化したとしても，
（98）

著作権者ｶｺﾞ技術的回避手段の存在を知らなかった場合や，技術的回避手段を

用いることにより事前にその著作物が検索対象となることを回避することが

できない場合が問題となる。しかしながら，一般の個人である著作権者が技

術的回避手段の存在を知らないことは多いかもしれないが，黙示の許諾で問

題となるのは，商用のウェブサイトであり著作権者が主に企業であることを

考えれば，,情報リテラシーとして，技術的回避手段の存在を周知徹底させる

ことは可能であろう。
（99）

また，検索エンジンサービス事業者は，ウェブサイトに標準プロトコノレが

設定されていれば，クローラーがウェブサイトの情報を収集しないという技

術的回避手段を用意することが通常であることから，検索エンジンサービス
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事業者に技術的回避手段を用意することを制度設計の中に組み入れれば，あ

る程度問題は解決するのではないか。つまり，検索エンジンサービス事業者

は，技術的回避手段を準備しておけば，それ以上の負担なしに，当該著作物

を検索対象に含めないことができる。このように技術的回避手段の行使はき

わめて便宜的なものであるから，権利者が，技術的回避手段の行使により，

検索対象として利用されることを拒否する旨の意思表示をした場合には，権
（100）

利者保護のために，当該著作物を権利制限の対象外とすることカゴ考えられる。

ただし，問題がひとつ残る。利用者は，複数の全ての検索エンジンサービ

ス業者に対して，技術的回避手段を全て施すことは，ほとんど不可能に近く，

そのモニタリングには多大の労力と時間を費やすことが考えられる。利用者

に対して，それほどの負担を課すことは，オプト・アウト方式の最も大きな

弱点であり，この多大な労力のために技術的回避手段が整備されたとしても，

実質的にその効果は限定的なものにならざるをえない。自己の権利を侵害す

る者に対し，それを阻止するために利用者に過重な労力を負わせることは，

問題を残すことになりはしないか。

一方，技術的回避手段以外による意思表示も想定しておかなければならな

い。例えば，同「中間まとめ」は，何らかの理由で技術的回避手段が利用で
（101）

きないような場合や，技術的回避手段が行使されたのｶｺﾞ検索エンジンによる

検索対象となった後であり，その行使時点と実際にクローラーが判別してウ

ェブサイト情報の収集を中止する時点の間に相当なタイムラグが存在する場

合には，技術的回避手段以外の方法，例えば電話や郵便，メールによる意思

表示によって，検索対象から回避したいという要望があると考えられるとし

ている。このような要望を実現するためには，例えば，権利者が，技術的回

避手段以外による意思表示に基づき，合理的な期間内に当該著作物の利用停
（１０２）

止又は削除を請求できるような措置を講ずることカゴ考えられる。なお，この

場合，利用停止できれば足りるのか，サーバー内に蓄積された情報の削除も

必要であるのか，技術的に検索エンジンサービス事業者がどこまで対応可能

なのかについては議論の余地があるが，基本的には，利用が停止され検索結



情報大航海プロジェクトと検索エンジンの法的問題についての一考察（高田）１５７

果から削除されれば十分であると思われる。

このような態様を想定して，検索エンジンサービス事業者に対して，技術

的回避手段の提供とともに，著作権者からの検索削除依頼をシステムから受

け付ける機能の整備を課すことが考えられる。検索サイトから削除して欲し

いＵＲＬをインプットすることにより，検索エンジンサービス事業者のシス

テムが，自動的に当該ＵＲＬを検索結果から削除する機能である。ただし，

敵対する相手のＵＲＬを削除依頼するなどのなりすましが考えられる。これ

を回避するための技術的な解決が不可欠であろう。

なお，いったんは検索エンジンによってクロールされ，ウェブサイトにア

ップロードした著作物が検索対象となることを望まない場合，検索エンジン

サービス事業者に対して，事後的に違法複製物の利用停止又は削除の措置を

講ずるよう義務付けることで，実質的に権利者の利益が不当に害される事態
（103）

が生じないようにすることが必要である。また，プロパイダ責任市Ｉ限法３条

の関係において，他人の著作権が侵害されていることを知った場合，または，

他者の著作権を侵害するものであることを知ることができたと認めるに足り
（104）

るﾎ日当の理由があった場合に限るものとすることが考えられる。

以上，包括的規定方式と技術的回避手段について考察したが，この考え方

は明らかにオプト・アウト方式に基づくものであり，現行著作権法の基本的

な考え方であるオプト・イン方式と相反する考え方である。そのため，著作

権法の抜本的な見直しが必要になるのではないだろうか。また，制度面も，

複数の検索エンジンに対し，技術的回避手段の行使は多大な労力を利用者に

強いるものであり，技術的回避手段が整備されたとしても，その効果は限定

的なものになり，その機能を十分に果たすことができないのではないだろう

か。

５．３フェアユースの導入の可能性

わが国の著作権法におけるアメリカのフェアユースの導入について，「知

的財産推進計画2008」に明確に盛り込まれるのではないかと－部期待された
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が，フェアユース導入という文言での明確な言及はなかった。しかし，全体

を通して，現行の法制度において，新たなイノベーション創出のため著作物

の有効な二次利用を阻害している要因に言及し，明確な明言は避けながらも，

研究や教育など公正な利用を目的とした著作物の二次利用について，フェア

ユースの導入を検討する方針を打ち出している。

また，「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19年度・中間まと

め」では，権利制限の対象範囲の議論の中で，米国著作権法第107条（ｌ７Ｕ

ＳＣ.§107）が定めるフェアユースに相当するような規定のあり方について
（105）

も検討すべきとの指摘もあったようであり，包括的規定方式(よフェアユース

に近い考え方であるととらえることもできよう。予定されている著作権法改

正では，どのような文言になるか現時点では不明であるので明言はできない

が，アメリカのフェアユースの「著作物の使用がフェアユースとなるか否か

を判断する場合に考慮すべき要素」の４項目をそのまま取り込むことについ

ては疑問が残る。

フェアユースの法理は，アメリカの検索エンジンサービスの正当性を裏付

ける法的担保としての役割を担っており，これによってGoogleなど大手の

検索エンジンが世界市場を席捲する原動力になっていることは否めない。こ

の点，アメリカ著作権法は，知的財産に関する新しいビジネスを生む環境が

わが国よりも整っており，検索エンジンビジネスに柔軟に対応できたといえ

る。

わが国も，本年度中の著作権法改正に，フェアユースの法理に近い形での

包括的規定が盛込まれることが予想されるが，当然のことながら，わが国に

はアメリカのようなフェアユースを基にした過去の裁判例がほとんどない。

この点につき，裁判所の判断の予想がつきにくいところもあるが，アメリカ

にはフェアユースの裁判例が多数蓄積されており，わが国の検索エンジンに

関する裁判もおおいに参考となることが考えられる。

ただし，アメリカの検索エンジンの場合，ＤＭＣＡの規定がフェアユース

の法理を補完する機能を有しており，ＤＭＣＡ第II編は，第三者の著作権を
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侵害する`情報を媒介したプロバイダの著作権侵害責任を，一定の要件を満た

した場合に免除している。このプロバイダには，検索エンジン事業者のよう

なウェブサイトの運営業者も含まれる。わが国においては，アメリカの

ＤＭＣＡに類似する規定を置くとすれば，わが国ではプロバイダ責任制限法

が考えられよう。同法に，プロバイダヘの侵害行為の通知の仕方，通知に対

するプロバイダの答え方について明'決な規定を定めることによって，それま

でプロバイダが侵害行為の通知を受けた場合の対処の仕方について不明確だ

った点を解消することが考えられる。

また，検索エンジンはすでに国境を越えたサービスを行っているので，検

索エンジンに関する法整備も国際的な視野に立ったものが望まれる。事実，

｢知的財産推進計画2008」には「著作権制度の国際調和に向けた取組みを強

化する」とし，インターネット時代にふさわしい著作権制度の国際調和に向

けて，世界的な著作権制度のあり方に関する議論を積極的に貢献するとして，
（106）

国際協調を強調している。すでに，検索エンジンに関する法整備|ま国際協調

を抜きにしては考えることができないであろう。

以上，わが国の検索エンジンサービスに対して法的安定性をもたらすため

には，フェアユースの法理を前提とした包括的規定方式による改正と，技術

的回避手段を法的に担保することが最適であると思われる。ただし，これは

実質的にオプト・アウト方式をとることなので，現行著作権法の抜本的な見

直しと，技術的回避手段を厳格なものにする必要があろう。また，何らかの

理由で技術的回避手段がとれない場合は，それに代わる明確な方策を検索エ

ンジンサービス事業者は打ち出す必要があり，これらに失敗した場合の権利

侵害規定を明らかにする必要があると思われる。また，検索エンジンサービ

ス事業者に対しては，プロバイダ責任制限法を業法としての位置付けを明確

にし，権利侵害行為に対して刑事罰を設けるべきであろう。

６結びにかえて

｢知的財産推進計画2008」では，基本的な考え方として「世界を睨んだ知
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財戦略の強化」の中で，研究開発や事業化の効率化をめぐってのオープン・

イノベーションへの取組みでもアメリカに先頭を譲る事態となっていること

を認めている。これには情報アクセスなどネットワーク化のメリットを最大

限活用できるようなデジタル時代に対応した法制度等の環境整備の遅れが最

大の原因となっていると思われるが，これにより研究開発や検索エンジン等

のネット関連の新ビジネス展開にも支障を生じている。また，アメリカでは

フェアユース規定の運用に加えＤＭＣＡの制定，ＥＵでは域内市場における

デジタル・ネットワークに対応する統一した制度や契約ルールの調和に向け

た取組みが進むなど政府が積極的に技術と市場の発展に対応しようと努力を
（107）

続けており，ビジネス環境の格差拡大が懸念されるところである。

社会における法律と科学技術との関係は，法律が科学技術の後追いをする
（108）

という傾向があるｶｺﾞ，検索エンジンの法整備に関しては，国際的な検索エン

ジンの競争からも，また社会的なニーズからも大きく遅れた感がある。ドイ

ツにおけるサムネイル画像に関するハンブルグ地裁判決やエアフルト地裁判

決などや，ベルギーにおけるベルギー第一審裁判所判決などで著作権侵害が

肯定された例も一部あるが，アメリカを中心に検索エンジンサービスの合法

化を肯定する裁判例が数多くあり，わが国も，国際協調の中，権利者の私権

との調和に留意しながら，検索エンジンサービス事業者の法的地位の安定性

確保に資する法制度を準備する必要性は高い。

しかし，情報大航海プロジェクトを推進する原動力は，検索エンジン市場

における国際的な競争力の確保をめざし，有力なわが国の検索エンジンサー

ビス事業者を育てるということよりも，インターネット上のあらゆる情報は

国民共通の公共知であるという認識に立脚すべきものであり，著作物の流通

を促進する社会的インフラであることをもっと深く自覚すべきであろう。

韓国は，すでに1990年代後半から官民一体となり，独自のデータベース

(UCC）を構築し，現在はNaverをはじめ検索エンジンサービスで，この

UCCを使用している。このような情報を国民共通の公共知としての考え方

は，‘情報が人間生活に欠かせない電気，ガス，水道等と同じように生活イン
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フラとしての地位を確立しつつあることを意味している。また，災害時など

の緊急対応の情報の確保という面から見ても，高度な情報の検索技術とそれ

を支える法整備は不可欠なものである。

そのためには，オプト・アウト方式を正当化するための著作権法の抜本的

な見直しと，技術的回避手段の実効性の検証という問題は残るものの，包括

的規定方式と技術的回避手段を組み合わせた法制度が，現時点では最適であ

り，著作権法の抜本的な見直しとともに，著作権法のみならずプロパイダ責

任制限法や個人`情報保護法も，検索エンジンサービスを支える法改正を行う

必要があるのではないだろうか。特に，検索エンジンサービスを推進する法

整備と，それを起因とする潜在的な法的問題を未然に回避するための法制度

とを考えるならば，プロバイダ責任制限法に検索エンジンに関する法規制を

も網羅的に盛込むことも十分考えられるであろう。

情報大航海プロジェクトの成果には大いに期待したい。しかし，その結果，

仮にわが国にGoogleのような有力な検索エンジンサービスが育たなかった

としても，法整備に関しては，著作権者の不当な権利侵害等を未然に防ぎ，

また権利者の私権との調和に留意した，世界で最も先進的な検索エンジンサ

ービスの法的地位の安定性確保に資する法制度を準備する役割があるのでは

ないだろうか。

検索エンジンをめぐる法整備に関しては，2008年度中の法改正により新た

な進展が予想されるが，国際的な競争強化という施策からは，あまりにも時

機を逸したものといわざるをえないという批判もあろう。しかし，検索エン

ジンサービス事業を推進する新たな法整備を基に，それを起因とする潜在的

な法的問題を未然に回避するための法制度の関係についての立法政策的かつ

論理的な詰めはこれからであり，これについての詳細かつ具体的な議論は，

紙幅の関係上，別の機会に譲りたい。

（１）座長は喜連川東京大学生産技術研究所教授（経済産業省「情報大航海時代」

における経済・社会・文化のあり方に関する研究会座長。128台のパソコンをネッ

トワークで結合した次世代超並列データウエアハウス・データマイニングサーバ
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の構築，大規模デジタルアースとＶＲビジュアリゼーション)。

（２）経済産業省`情報大航海プロジェクトホームページ

（http://wwwmeti・gojp/policy/it-policy/daikoukai/indexｈｔｍｌ#02)；国内

の総合電機メーカーや大学など38団体とともに，国産の検索エンジンを開発する

「情報大航海プロジェクト・コンソーシアム」を設立した。企業や大学がこれまで

研究してきた検索技術やノウハウを持ち寄り，成果物はオープンソースとして広

く公開する。

（３）情報大航海プロジェクトホームページ「プロジェクトの目的」（http://www

igvpjjp/about-project/02html)。

（４）高田寛「Web2.0サイバースペースにおける法規制についての一考察」産業能

率大学紀要28巻２号（2008年）７頁。

（５）主査は中山信弘東京大学大学院教授。

（６）座長は茶園茂樹大阪大学大学院教授。

（７）著作権分科会法制問題小委員会（第８回）議事録・配付資料

（http://www・mext・gojp/ｂ－ｍｅｎｕ/shingi/bunka/gijiroku／013/07100407.

ｈt、)。

（８）本報告の第４節が検索エンジンの法制上の課題についてまとめられたもので

ある。文化庁ホームページ（http://www・bunkagojp/chosakuken/singikai／

indexｈｔｍｌ)。

（９）首相官邸ホームページ（http://www・kantei､go・jp/jp/singi/titeki2／index・

ｈｔｍｌ)；ＣＮＥＴＮｅｔｗｏｒｋｓ（http:／／japancnet・ｃｏｍ／ｎｅｗｓ／media／story／

0,2000056023,20374441,00.ht、）

(10）中国の百度公司が運営する中国最大手の検索エンジンであり，全世界の検索

エンジン市場では，Google，Yahoo1に続き第３位のシェアを持つ（http://www、

baidujp/)。

(11）韓国最大のポータルサイト。市場のシェアは73％・韓国でのGoogleのシェア

は約2％程度と低迷している（小林雅一「インターネット検索エンジン市場の国別

研究」KDDI総研Ｒ＆Ａ2007年４月第２号（2007年）２頁（http://www・kddi-ri

jp/r-a/pdf/KDDI-RA-200704-22-PRTpdf))；韓国では検索サービスはひとつの

公益的業務と考えられている（文化審議会著作権分科会法制問題小委員会「文化

審議会著作権分科会法制問題小委員会平成19年度・中間まとめ」（注60）５０頁)。

(12）例えばオントロジー技術（言葉を体系づけて機械処理できるようにするため

の技術）は，企業や大学が研究を進めてきた。また，自然言語処理技術では，京

都大学の研究水準は世界でトップクラスであると言われている（CNETJapan

「国産検索エンジンはなぜ必要なのか－経産省担当者に聞く」

（http://japan.cnet・com/interview/story/0,2000055954,20151767,00ｈt、)。

(13）スタンフォード大学大学院生だったラリー・ページとセイゲル・プリンによ

って1997年に設立され，人類が使う全ての情報を集め整理すると言う壮大な目的

をもって設立された。現在，約30万台のコンピュータが稼動中といわれる。検索
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結果の表示画面や提携したウェブサイト上に広告を載せることで収益の大部分を

あげている。

(14）アメリカ著作権法107条（１７ＵＳＣ§107)；著作物の利用が，利用目的，著作

物の性格等に鑑み公正であるといえる場合には，著作権侵害とならないとする法

理で，①利用の目的や性格，②被利用著作物の性格，③被利用著作物全体として

みた場合の被利用部分の量や本質性，④被利用著作物の潜在的な市場又は価値に

対して利用が与えられる効果，といった４つのファクターを総合的に見て判断さ

れる（白鳥綱重「アメリカ著作権法人門」（信山社，2004年）209頁)。

(15）高田・前掲注（４）11頁；特に，近時の企業のコンブライアンス重視により，

訴訟のリスクをとってまでも新しい市場に積極的に参入しようとするベンチャー

企業は少ない。

(16）経済産業省商務政策局長の私的研究会である「ＩＴによる「情報大航海時代」

の情報利用を考える研究会」の第２分科会。主査は宮田加久子氏明治学院大学社

会学部教授。

(17）座長は茶園茂樹大阪大学大学院教授

（http://www､bunkagojp/oshirase-kaigi／2008／chosakuhouseiO80609・

ｈｔｍｌ)。

(18）ともにリーダーは牧野二郎弁護士。

(１９）経済産業省ホームページ（http://www、etLgojp/committee/materials/９

60413ajhtml)。

(20）「ＩＴによる「情報大航海時代」の情報利用を考える研究会」第１回会合資料１

（http://www、etigojp/committee/materials/g60413aj・html)。

(21）高田寛「検索エンジンの社会的影響と法的問題一Googleを例に」産業能率大

学紀要29巻１号（2008年）５７頁。

(22）高田・前掲注（４）３頁；各国でどの検索エンジンが使われているかを把握

するには，Alexacomで公開されているサイトの視聴率データをみる方法がある。

Alexacomでは，同サイトで配布されているツールバーを利用している人のデー

タを収集し，各サイトの視聴率情報を収集・集計している（http://www､alexa

com/)。また，comScoreも検索エンジンのアクセス数を独自の方法で集計してい

る（http://www・comscorecom/)。

(23）小林・前掲注（11）1頁。

(24）高田・前掲注（４）７頁。

(25）「デジタル・ネット時代における知財制度専門調査会」第２回会合の資料

（http://www・kanteigo・jp/jp/singi/titeki2／tyousakai/digital/dai2／pdf／

siryou2pdf）

(26）知的財産戦略本部「知的財産推進計画2008」８５頁。

(27）小林・前掲注（11）２頁；第五世代コンピュータ計画は10年間で約550億円，

シグマ・プロジェクトは５年間で約250億円の予算をつぎ込んだものの，具体的な

成果をほとんど挙げることなく終わったと言われている。
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(28）http://wwwjgvpjjp/；同様の取り組みとしては，フランス政府が音頭をと

ったＥＵのプロジェクト「Quaero」などがある。Quaeroの場合，２年間で約400

億円の資金を使って検索エンジンを開発する。

(29）内容によっては，現在ワーキンググループ等で精査中のものも含まれる。

(30）エクサバイトは10の18乗バイト。１ギガの10億倍。

(31）情報大航海プロジェクトホームページ（http://www・igvpjjp/about-pro‐

ｊect/indexｈｔｍｌ)。

(32）HowMuchlnformation？２００３

（http://www2.simsberkeley､edu/research/projects/how-much-info-2003/)；

SankeiWeb（http://sankeLco・jp）

(33）,情報大航海プロジェクト「プロジェクトの背景」

（http://www､igvpjjp/about-project/index・html)；経済産業省「情報大航海

プロジェクト」平成20年２月資料。

(34）情報大航海プロジェクトホームページ「プロジェクト概要」

（http://www､igvpj・jp/about-project/index・html)。

(35）‘情報大航海プロジェクト「プロジェクトの目的」（http://www・igvpjjp／

about-project/０２html)。

(36）経済産業省「情報大航海プロジェクト」平成20年２月資料３頁。

(37）経済産業省情報政策ホームページ情報大航海プロジェクト

（http://wwwmeti・gojp/policy/it-policy/daikoukai/indexｈｔｍｌ)。

(38）情報大航海プロジェクト「プロジェクトの原則」（http://www・igvpjjp／

about-project/03.html)。

(39）情報大航海プロジェクト「プロジェクトの体制」（http://www・igvpjjp／

about-project/04.html)。

(40）座長は喜連川東京大学生産技術研究所教授。

(41）リーダーは牧野二郎弁護士一制度的検討タスクフォース：日本情報処理開発

協会（JIPDEC）（http://wwwjipdecorjp/)。

(42）,情報大航海プロジェクト「プロジェクトのスケジュール」（http://www・

igvpjjp/about-project/O5html)。

(43）平成20年度政府予算案として45億円程度を確保している。

(44）経済産業省「情報大航海プロジェクト」平成20年２月資料。

(45）情報大航海プロジェクト「プロジェクトの共通化」（http://www・igvpjjp/ac‐

tivity/02.html)。

(46）検索ロボット（クローラー）と呼ばれるソフトウェアによって，インターネ

ット上のウェブサイト'情報を収集し，そのデータをストレージサーバーへ格納

（蓄積）する。なお，サーバー内に取り込んで保存することをキャッシングという。

(47）田村善之「検索サイトをめぐる著作権法上の諸問題一寄与侵害，間接侵害，

フェアユース，引用等一」知的財産法政策研究16号（2007年）７３頁。

(48）具体的な項目としては，①利用者にとって重要な情報が必ずしも上位に表示
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されない。②日米欧の検索エンジンのシェアを見ると，Google，Yahoo，ＭＳＮ

が上位を構成し，非本邦系に占められている。③情報のコントロールを－企業が

してしまうような自体になっている。④無料のときに，一度キャッシュされたペ

ージが残り，その後有料になっても無料のまま見ることができる。⑤書籍，映像

なども検索対象となることで，これらの既存の流通市場（実社会）との間に対立，

ねじれが存在。⑤知らない間に自分自身の写真が検索結果で表示された。⑥クレ

ジットカード番号等の金融情報が検索されてしまう。⑦ＳＮＳサイト内の個人`情報

が検索されてしまった。⑧有害情報の排除は，主に人手で実施しているため，大

量かつ新たに発生する有害情報に対応できない。⑨別の（特定）目的で入力した

情報が，ネットワーク上の他のサーバーに残り，またそれが検索されてしまう，

等がある。

(49）経済産業省「情報大航海プロジェクト」平成20年２月資料。

(50）ConsumerGeneratedMedia；インターネットを利用して消費者が内容を生

成するメディアのこと。個人の情報発信をデータベース化，メディア化したウェ

ブサイトで，Ｗｅｂ２０的なもののひとつとされる。商品・サービスに関する情報を

交換するものから，単に日常の出来事をつづったものまでさまざまなものがあり，

クチコミサイト，Ｑ＆Ａコミュニティ，ソーシャルネットワーキングサービス

（SNS)，ブログ，ＣＯＩ（CommunityOflnterest）サイトなどがこれにあたる。

(51）数の画像を一覧表示するために縮小された画像。本来は「親指（thumb）の

爪（nail)」という意味。画像編集ソフトの多くがサムネイル作成機能を持ってお

り，ディスクから読みこむ画像を選択する際などに表示される。

(52）経済産業省「情報大航海プロジェクト」平成20年２月資料23頁。

(53）文化審議会著作権分科会法制問題小委員会（第８回）議事録・配付資料

（http://www・mextgojp/b-menu/shingi/bunka/gijiroku／013／07100407.

ｈt、)。

(54）著作権分科会法制問題小委員会（第８回）議事録・配付資料
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